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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンス（企業統治）に関する基本的な考え方は、当社の行動理念の第１項「人も企業も真っ直ぐ生きよう」に表れており

ます。

　そのために当社は、「コンプライアンスの徹底」、「内部統制システムの充実」、「リスク管理体制の強化」等を通じて、経営の適法性、透明性及び

健全性を確保することが重要であると考えております。

　また、事業活動を通じて公平で健全な企業経営を実施し、継続的な株主価値の向上のため、さらにはステークホルダーの皆様の期待に応える

ためにもコーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年６月の改訂後のコードに基づき記載しています。

＜補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保＞

当社は、女性・外国人・中途採用者を含む多様な人材を採用・育成することが、当社の中長期的な企業価値向上につながるものと認識しておりま
す。なお、特に性別・国籍等の別なく適任と判断した人物を中核人材として登用しているため、人材登用における測定可能な目標については定め
ておりませんが、今後検討を進めてまいります。

また、人材育成・社内環境整備においては、社員全員の戦力化を基本方針として掲げ、人事評価制度の整備や、健康で働きがいのある職場づく
りに向けた様々な施策に取り組んでおります。

＜補充原則４－２－２　サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定＞

当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティを巡る課題への対応は重要な経営課題であると認識しております。今後、サス
テナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定を検討してまいります。

＜補充原則４－10－１　指名委員会・報酬委員会の権限・役割等＞

当社は、任意の指名・報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役の指名・報酬の決定につきましては、適宜、独立社外
取締役の適切な関与・助言を得ております。これにより、任意の諮問委員会の設置につきましては現時点では不要と考えておりますが、今後必要
に応じて検討してまいります。

＜原則４－11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件＞

当社は、年齢、性別、国籍によらず、人格・見識・経営能力ともに優れた人材を取締役候補者に指名しており、取締役会全体として知識・経験・能
力のバランス及び規模は適正であると判断しておりますが、ジェンダーや国際性の面での多様性確保につきましても、今後検討してまいります。

＜補充原則５－２－１　事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況の公表＞

当社は、中期経営計画を策定し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、事業ポートフォリオに関する検討等を行っております。事業
ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況の公表につきましては今後検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

＜原則１－４　政策保有株式＞

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合に、政策保有株式として上場株式を保有する方針
です。取締役会における保有の適否の検証については、保有株式ごとに保有に伴う便益及びリスクが資本コストに見合っているか、取引先との業
務上の関係等を総合的に勘案し、定期的に保有の合理性の検証を行っております。

なお、議決権の行使については、当該企業の経営方針や経営戦略、コーポレートガバナンス及び社会的責任等を総合的に勘案して判断するため
、画一的な行使基準を設けておりません。行使に当たっては、当社の成長に資することを前提として、発行会社の中長期的な企業価値向上につな
がるよう賛否の判断を行っております。

＜原則１－７　関連当事者間の取引＞

当社が役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、当該取引につき重要な事実を取締役会に上程し、決議することとして
います。また、定期的に関連当事者間の取引の有無について各役員に確認する機会を設けており、関連法令に従い有価証券報告書や株主総会
招集通知等において適切に開示しております。

＜原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮＞

当社は、企業年金制度を有しておりませんが、従業員の安定的な資産形成のため、確定拠出年金制度を採用しております。



なお、確定拠出年金制度の運用に当たっては、適切な資質を持つ専門機関を選定しております。また、従業員に対しては、入社時の研修に加え、
専門機関によるセミナーの開催や、動画配信、運用シミュレーションの提供などにより、資産運用に関する教育および情報提供に取り組んでおり
ます。

＜原則３－１　情報開示の充実＞

（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社の経営理念や経営戦略、経営計画につきましては、当社ホームページで公開しております。

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社ホームページ及び本報告書に掲載しております。

https://www.maedakosen.jp/company/ir/management/governance/

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

経営陣幹部・取締役の報酬につきましては、株主総会の決議に基づく取締役報酬の限度内で、取締役会で個々の取締役の業績への貢献度合い
等を総合的に勘案し、公正かつ妥当な額をもって定めております。

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

経営陣幹部・取締役の指名及び解任につきましては、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

（５）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

当社は、株主総会招集通知において、取締役及び監査役候補の選任理由及び略歴を開示しております。

＜補充原則３－１－３　サステナビリティについての取組み＞

当社のサステナビリティについての取組みは、当社ホームページに掲載しております。

https://www.maedakosen.jp/company/sustainability/

＜補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲＞

当社の取締役会は、経営の透明性及び妥当性を確保するため、業務執行の監督機能を果たすとともに、重要な業務執行の決定を適時行うことで
、機動的な経営を進めております。また、業務執行体制として経営会議を設けており、当社業務の運営に関する重要事項について審議・決定を行
っております。経営陣に対する委任の範囲は、当社は執行役員制度を設けており、取締役と執行役員を完全に分離していませんが、業務執行の
権限を執行役員に委譲しております。

＜原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質＞

当社における社外取締役の独立性判断基準は、会社法や東京証券取引所が定める基準に準じております。

＜補充原則４－11－１　取締役会の多様性に関する考え方等＞

当社では、現在６名の取締役が就任しており、経営判断能力を有した取締役の職務と責任を全うできる人材を選任するとともに、業務執行を行う
取締役は、当社の事業に必要な専門分野を統括できる人材、社外取締役は専門知識を有し、監督機能を発揮できる人材を選任する事で、知識・
経験・能力の多様化を図っております。なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、当社ホームページに掲
載しております「第49期定時株主総会招集ご通知」に記載しております。

https://www.maedakosen.jp/company/ir/irlib/report/

＜補充原則４－11－２　取締役・監査役の兼任状況＞

当社では、取締役の役割・責務が全体として適性かつ健全に果たされるようにするため、他社の役員を兼任する場合は、当社における本来の役
割・責務に支障をきたさないよう合理的な範囲にとどめており、重要な兼任の状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレ
ートガバナンス報告書等を通じ、毎年開示をしております。

＜補充原則４－11－３　取締役会の実効性評価＞

当社は、取締役・監査役に対し、取締役会の運営に関するアンケートを実施し、実効性の分析・評価を行っております。その結果から、取締役会の
運営に問題はなく、実効性が確保されていると評価しております。

＜補充原則４－14－２　取締役・監査役に対するトレーニングの方針＞

当社は、取締役・監査役が期待される役割・責務を適切に果たすため、必要に応じて外部機関が提供する講習や情報提供等のトレーニングの機
会を提供し、その費用を負担いたします。また、取締役・監査役は、当社の事業・財務・ガバナンス等の状況について、常に能動的な情報収集に努
めるものとします。

＜原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針＞

当社は、株主・投資家への対応者として、経営管理本部担当役員が責任者として対応しております。また、IR担当部門である業務企画部が他の関
係部署と連携し、適切な情報開示ができるよう努めております。

株主・投資家等の面談の対話手段としては、個人投資家説明会や機関投資家に対する決算説明会を実施しております。これら対話の場で得られ
た意見は、担当役員から取締役会に報告され、対応を検討しております。インサイダー情報の管理については、四半期ごとの決算日から決算発
表日までの期間は、株主からの業績等に関する問合せ等の回答は差し控えております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

前田　尚宏 3,634,400 11.53

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,565,600 11.32

京侑株式会社 3,425,200 10.87

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,121,900 9.91

前田　佳宏 2,219,400 7.04

帝人株式会社 1,800,000 5.71

前田　博美 966,911 3.07

前田　征利 951,911 3.02

公益財団法人前田工繊財団基本財産口 776,978 2.47

株式会社福井銀行 750,000 2.38

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

　上記の【大株主の状況】は、2021年９月20日現在のものです。なお、上記【支配株主（親会社を除く）の有無】及び【親会社の有無】についても202
1年９月20日現在で判断しています。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 6 月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

山田　勝 他の会社の出身者

眞弓　光文 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山田　勝 ○
　当社の業務及び取引に関して一切の関
係が無く、過去の取引等においても同様
であり、独立性を備えております。

　企業の経営者としての、豊富な経験と高い見
識を有し、当社の経営全般に関し、有用な助言
、提言を行っていただける方であります。

眞弓　光文 ○
　当社の業務及び取引に関して一切の関
係が無く、過去の取引等においても同様
であり、独立性を備えております。

　医学に関する研究者及び指導者として、豊富
な経験と専門知識を有し、当社の経営に有用
な助言、提言を行っていただける方であります
。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当社では内部管理体制の強化を目的として、諸規程の整備や内部監査室（２名）の設置等を行っております。特に、内部監査については、計画

的に定期監査あるいは臨時の監査を実施することで、法令遵守、内部統制の有効性と効率性等のチェック・指導を行っております。

　また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を重視し、各事業年度において、それぞれが作成した監査計画、その計画に基づき実施

した監査の方法や結果について、互いに適宜報告を行っております。このほか常勤監査役が適宜内部監査に立ち会う等の方法により緊密に連携
して意見交換等を行っております。

　会計監査人による四半期レビュー及び期末監査の監査結果報告時には、監査役及び内部監査室も同席し、意見交換等を定期的に行い、相互
連携の強化に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山川　均 弁護士 △

三田　浩二 税理士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山川　均 ○

　当社は、山川均氏が所属する法律事務
所との間で過去に法律顧問契約に基づく
顧問料を支払っておりましたが、その金額
が僅少であることから、株主・投資者の判
断に影響を及ぼすおそれはないと判断し
、概要の記載を省略しております。

　当社の業務及び取引に関して、左記顧問契
約以外には関係が無く、過去の取引等におい
ても同様であり、独立性を備えております。

　法律及び会計に関する豊富な経験と専門知
識を有し、当社の経営に貴重な意見・助言をい
ただける方であります。

三田　浩二 ○

　当社は、三田浩二氏が代表する税理士
法人との間で過去に業務委嘱契約に基づ
く報酬を支払っておりましたが、その金額
が僅少であることから、株主・投資者の判
断に影響を及ぼすおそれはないと判断し
、概要の記載を省略しております。

　当社の業務及び取引に関して、左記業務委
嘱契約以外には関係が無く、過去の取引等に
おいても同様であり、独立性を備えております。

　税務に関する豊富な経験と専門知識を有し、
当社の経営に貴重な意見・助言をいただける
方であります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

2014年12月18日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、株式報酬型ストック・オプション制度を
導入いたしましたが、2018年12月19日開催の第46期定時株主総会決議により、株式報酬型ストック・オプション制度に代えて、新たに譲渡制限付
株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

該当項目に関する補足説明

当社の業績と株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様との価値共有を高めるため、株式報酬型ストック・オプション制度を導入しておりま

す。

なお、2018年12月19日開催の第46期定時株主総会決議に基づき、株式報酬型ストック・オプション制度に代えて、新たに譲渡制限付株式報酬制
度を導入しており、既に割当済みのものを除き、取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対する新たなストック・オプションとしての新株予約
権の割当は行いません。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

当社の役員報酬に関する開示状況は次のとおりです。

・有価証券報告書にて、取締役と監査役ごとに年間合計の総支給額を開示しております。

・事業報告にて、取締役と監査役ごとに年間合計の総支給額及び総支給人数を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬につきましては、2006年12月18日開催の第34期定時株主総会において決議された年額500百万円の取締役報酬限度内で、取締役
会で個々の取締役の業績への貢献度合い等を総合的に勘案し、公正かつ妥当な額をもって基準報酬額を設定しております。

固定報酬につきましては、当該基準報酬額を基礎とした年度改定により決定しております。

また、2018年12月19日開催の第46期定時株主総会において決議された年額200百万円の報酬限度内で、上記固定報酬とは別枠で譲渡制限付株
式報酬を支給しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社では、社外取締役及び社外監査役に対し、以下のサポートを行っております。

・取締役会の開催通知

・取締役会での決定事項及び検討事項について書面等による報告

・情報提供やその内容説明

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は監査役会制度採用会社であります。

　経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は取締役６名（うち社外取締役２名）で構成されており、監査役３名（うち社外監査役２名）の

出席のもと実施しております。取締役会を月１回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、付議・報告基準に則り審議・報告を行っております。

　また当社では、執行役員（取締役兼務者）４名及び子会社社長で構成される経営会議を月１回開催し、当社業務の運営に関する重要事項につ
いての審議・決定を行っております。

　監査役会は、監査役３名（常勤監査役１名、社外監査役２名）で構成し、監査役会を月１回、臨時監査役会を必要に応じて開催しております。監
査役は、取締役会ほかの重要会議に出席し、必要に応じて意見陳述することにより、取締役の業務執行状況を監督・牽制しております。なお、社
外監査役は、その専門的知識や経験により、当社の経営を外部者としての視点から監視・監査できる人材を選任しております。

　当社と各社外取締役及び各監査役は、当社定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契
約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

上記２．に記載の体制により、企業統治が機能すると判断し、現状の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
　株主総会開催日の決定にあたっては、他会社の総会や繁忙状況を考慮し設定しており
ます。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　決算及び第２四半期決算発表後に、アナリスト・機関投資家並びに報道機

関等に対し、事業概況並びに今後の戦略等について、説明会を開催しており

ます。

あり

IR資料のホームページ掲載
　当社ホームページ上に「ＩＲ情報」サイトを設置し、電子公告、各種財務レポー
ト（決算短信、有価証券報告書等）、財務関連資料及びニュースリリース等の
情報を開示しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
　ＩＲに関する情報管理・開示手続きにつきましては、業務企画部にて実施して

おります。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　環境ISO14000の取得やリサイクル原材料の使用など、「地球との共生」を念頭に環境負
荷軽減を目的とした生産活動を行っております。

　また、CSR活動の一環として、奨学育英及び研究助成に関する事業を通じ、社会に有用
な人材の育成及び学術の振興に貢献するため、2014年12月５日に財団法人を設立し、201
5年４月１日に福井県より公益認定を受けました。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。

１.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（１）当社及び子会社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に則した行動を行うために「コンプライアンス規程」を定め、法令
遵守がすべての企業活動の基本であることを徹底する。

　（２）コンプライアンスの統括・管理組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、委員会活動等を通じて、法令遵守の教育・啓蒙活動の徹底を
図る。

　（３）コンプライアンスの状況については、内部通報制度を含め、必要に応じて取締役会に報告する体制を構築する。

２.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　（１）当社は、統一された経営理念のもと、個々の事業戦略に基づく意思決定及び業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、この
規程に沿って所管部門等が適正に管理し、内部監査室等が子会社の監査を行う。

　（２）子会社については、自主的経営を基本とするが、子会社の業務及び取締役等の職務の執行に係る状況を定期的に当社の取締役会に報告
し、重要な案件は事前に当社の承認を要する体制とする。

３.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「情報セキュリティポリシー管理規程」及び「文書管理規程」を定め、適切に保存・管
理する。

　なお、取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができる。

４.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　（１）当社及び子会社は、全社的な経営リスクに対応するための「リスク管理規程」を定め、「リスク管理委員会」を組成しリスクマネジメントの構築
、維持、改善推進を行うとともに、リスク発生時には対策本部を必要に応じて設置し、迅速な対応を図る。

　（２）個別のリスク分類やリスクに対する対応等については、毎期「リスクアセスメント」を実施し、定期的なリスクの洗い直しや、重大な損失や危
険の発生を未然に防止するための指導等を推進する。

　（３）リスク管理の状況については、内部監査室による監査を行う。

５.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　（１）当社及び子会社は、定例の取締役会を月１回開催し、また必要に応じて随時開催することにより、重要事項の決議及び取締役の業務執行
状況の監督を行う。

　（２）当社及び子会社は、事業計画を明確にし、「職務分掌規程」「職務権限規程」に基づく職務の遂行状況を取締役会において報告する等により
、その実効性を確認する。

６.財務報告の信頼性を確保するための体制



　当社グループは、金融商品取引法に基づき、諸規程を整備し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価・改善を行う。これらを通じ
て、当社グループは、財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制の充実を図る。

７.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関
する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査室所属の使用人が監査役補助者を兼任することとする。また、補助者の任命、解任、人事異動
等については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

　なお、監査役補助者を兼任する使用人は、監査役の職務の補助を優先して従事する。

８.監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　（１）当社の取締役及び使用人等、並びに子会社の取締役及び使用人等は、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項等
を速やかに当社の監査役に報告するものとする。また、監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することができる。

　（２）監査役に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制とする。

　（３）通報者に不利益が及ばない内部通報窓口「コンプラホットライン」への通報状況について、速やかに監査役に報告を行う。

９.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、「
監査役監査規程」を定め、監査役の請求等に従い速やかに処理を行う。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、取締役会、経営会議はもとより、各重要な会議に出席し、経営の適法性や効率性について監査するとともに、必要に応じて取締役又
は使用人に対して説明を求め、関係資料を閲覧することで、監査の実効性を高め、また代表取締役や会計監査人等との会合を行い、緊密な連携
を図るものとする。

11．反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況

　当社及び子会社の取締役及び使用人は、市民活動の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対して
その関係を一切遮断し、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し、毅然と対応する。

　(ア)反社会的勢力とは取引関係も含め一切の関係を持たない。

　(イ)反社会的勢力に対して組織的に対応するため、反社会的勢力排除に向けた体制を整備する。

　(ウ)反社会的勢力に対しては、当社や取締役及び使用人の不祥事を理由とするものであっても、事実を隠蔽するための裏取引など不適切な資
金提供や便宜の提供は一切行わない。

　(エ)反社会的勢力による不当要求に対しては、民事・刑事両面からの法的手段を講じるとともに、警察等の外部専門機関等との連携を行い、毅
然とした対応を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　上記１．「11．反社会的勢力排除に向けた基本的な考えとその整備状況」に記載のとおりであります。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

（ア）決定事実に関する情報

　業務企画部は、情報開示にあたり各部署及び子会社から迅速に情報を入手し、重要な決定事実の有無を検討したうえで、情報取扱責任者より

経営会議に報告され、開示方針の決定、取締役会の了承を得て開示します。

（イ）発生事実に関する情報

　当社グループでは、当社においては各部門長、子会社においては各子会社社長を部門情報管理者と位置付け、情報開示担当部署である業務

企画部への伝達を行う体制としております。重要な決定事実が発生した場合は、情報管理者が開示文案を作成し業務企画部に提出、業務企画部
は開示文案を検討したうえで、情報取扱責任者の管理のもと速やかに開示します。

（ウ）決算に関する情報

　経理部を中心として業務企画部と共同して、決算開示資料（決算短信、四半期決算短信）を作成し、会計監査人の適時開示に関する必要な助言
・指導を受ける体制をとっております。この決算情報として開示すべき情報は、情報取扱責任者により経営会議に報告され、開示方針の決定、取
締役会の承認を得て決算日後45日以内に開示します。

（エ）企業集団に係る適時開示手続き



　当社は連結子会社を複数有しております。子会社の社長等は必要に応じて社内LANシステムにより、報告等を行います。これらに基づき業務企
画部は適時開示の対象となる重要事実の有無を検討のうえ該当があれば開示文案の作成を依頼し、情報取扱責任者の管理のもと速やかに開
示します。

（オ）その他

　重要事実に関する適時開示に関しては、顧問弁護士等から必要に応じて助言や指導を受ける体制をとっており、さらには社内規程に従い情報

管理等に関する教育を行い、公正、公平、かつ迅速な情報開示により、全ての利害関係者の信頼にお応えするとともに、企業としての社会的責任
を果たすことに努めております。
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